
【仮訳】  

れている。   

定められた除去部位の除去に係わる作業について文書化した手順が整備され  

ていることを確保することに、特に注意が払われた。すべての監査と同様、A  

MSは施設のすべての場所で実際の生産手順の広範囲にわたるレビューを実施  

し、EVプログラムの要件への適合を目視により確認した。すべての事例にお  

いて、施設は要件に従ってこれら作業を実施していた。AMSは施設が不適合  

製品を生産していた案件を発見することはなかった。   

施設は、すべての未解決の手続き上の問題に対応されるまで、日本向けEV  

プログラムの承認を受けることはない。発見された事実のいくつかに対する改  

善措置は既に提出されてきているが、すべての事案に対するすべての改善措置  

は2006年5月までにAMSに提出されなければならない。  

まとめ   

田本向けEVプログラム及び他国向けEVプログラムの継続的なレビューを  

通じて、AMSのQSA／EVプEjグラムはU S DA部局間に効果的な連携を  

もたらすことを証明した。これらのQS A／EVシステムは、製品の品質と信  

頼性を保証するため、過去50年にわたって先進国及び開発途上国により用い  

られてきた、国際的に認めれられたプロセス管理及び監査の標準に基づいてい  

る。   

結論としては、米国は、安全で高品質の牛肉を供給するため、日本の基準を  

充足することに高いプライオリティーをおいている。我々はこれらの基準を理  

解している。AMSのプロセス管理システムは、我々の世界中の貿易相手国に  

より要求される高い基準をU SDAが充足することを可能とする調和したシス  

テムである。  

‖   



【仮訳】   

別添Ⅰ 日本向け輸出証明プログラムの監査のため、AMS主任監査官により  

使用された監査基準のリスト  

・施設の認定されたQSA／EVプログラム  

・U S DA品質システム評価（QS A）プログラム A R ClO O2手   

順（2005年3月4日付け）  

・日本向けEVプログラムにおけるカナダ、メキシコあるいは第3清浄   

国から合法的に輸入された牛の扱いについて（2005年12月12   

日付け、1次改正版）  

・日本向けEVプログラムー特定要件の明確化について（2005年1   

2月30日付け）  

・EVプログラム追加要件（2006年3月1日付け、2006年4月   

3日改正及び施行）  

・US DA輸出証明（EV）プログラム ARC1030J手順：日本   

向け特定牛肉製品要件（2005年12月12日付け、2次改正版）  
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【仮訳】  

別添Ⅱ 日本向けに製品を出荷した施投のリスト  

施設名及び所在地   

PMBeefHoldings，inWindom，MN  

BrawleyBeef（Brawley），in Br・aWley，CA  

PremiumProtein Products，Hasting5，NE  

Cargi1JMeatSolutions，inFt．Morgan，CO  

CargillMeatSolutions，in Schuyler，NE  

SmithfieldBeefGroup，Packer）andPaekingCompany，in Plainwe11，MI  

SⅥ′i化BeefCompan）丁，in Greele†7，CO  

AmericanFoodsGroup，in GreenBay，WI  

MoverPackingCompany，in Souderton，PA  

Tvson Fresh Meats，in Geneseo，IL  

SwiftBeefCompany，hlHvrum，UT  

施設番号   

］L 683   

二こ 21488   

：く 27472   

∠ト 8（iR   

5、86M   

（）562M   

つ7 969   

さ；410   

り 1311   

い〕245J   

l．1628  

l二、ヒ 969G  SwiftBeefCompany，GrandIs］and，NE  

l：弓 235  WashingtonBeef，LLCdhaABFoods，inToppenish，WA  

14 562  SmithfieldBeefGroup－PackerIandPackingCompany，iT）GreenBay，WI  

15 267  SunJandBeefCompany，inTolleson，AZ  

l（・245E  Tvson Fresh Meats，inAmarilIo，TX  

17 208A NationalBeefPackingCompany，inLiberal，KS  

18 262  NationalBeefPackingCompany，LLC，in DodgeCity，KS  

1919336  NebraskaBeefLtd．，in Omaha，NE  

CreekstoneFarmsPremiumBeef，inArkansasCity，KS  

GreaterOmahaPackingCompany，in Omaha，NE  

Tyson FrcshMeats（Tyson），in Emporia，KS  

MasamiFoods，in Klamath Fal15，OR  

CargillMeatSo）utionsCorporation，DodgeCity，KS  

HarrisRanchBeefCompany，in Selma，CA  

2（127   

21960／960A   

22 245D   

23 6173   

24 86K   

25 783  
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平成18 年 6 月1日  
厚生労働省 農林水産省  

「食品に関するリスクコミュニケーション（米国産牛肉輸入問題  
に関する意見交換会）」についてのアンケート  （仙台会場）  

本日は、お忙しい中、意見交換会へご参加頂きありがとうございます。  
本日の意見交換会に参加したご感想、ご意見をお聞かせ下さい。今後、より有意義な  

ものとするための参考といたしますので、ご協力下さい。  
なお、後日の提出をご希望の方は、6月9日（金）までに、ファックスにて送信して  

下さい。  

匡互x垂号＝03－3503－796司   

～ご回答をお願いします～  

のう 
む，3生産者（団体を含 

4 主婦  5 学生  6 無職  7 地方自治体職員  
8 国家公務員（省庁名：  ）  

9 その他（  ）具体的にお書きください  

匝司 本日の意見交換会の開催を、どのような方法で知りましたか。  
1 厚生労働省・農林水産省のホームページ（報道発表資料）、配布物  
2 厚生局一農政局・沖縄総合事務局のホームページ、配布物  
3 農政事務所のホームページ、配布物  
4 その他の行政機関のホームページ、配布物  
5 メーールマガジン（発行者  

6 新聞、雑誌等（新聞、雑誌の名称：  
7 所属団体からの連絡  
8 その他（  

司 本日参加された目的は何ですか。（あてはまるものすべて）  
1 日米専門家会合など米国産牛肉輸入問題の最新の動きを知るため  
2 米国産牛肉輸入問題について意見を述べるため  
3 米国産牛肉輸入問題に関する同じ立場の方の意見を聴くため  
3 米国産牛肉輸入問題に関する異なる立場の方の意見を聴くため  
4 消費生活上の参考にするため  
5 自己の業務に関連することについて参考にするため  
6 その他（  

匝司 これまでにBS E問題並びに米国産等輸入牛肉問題に関する意見交換会等に参加  
されたことはありますか。  

1 厚生労働省t農林水産省が開催した意見交換会（  回）  

2 食品安全委員会が開催した意見交換会  （  回）  

3 地方自治体が開催した意見交換会  （  回）  

4 企業、業界団体などが開催した意見交換会   （   回）  

5 消費者団体が開催した意見交換会  （  回）  

6 その他（  ）  



匝司 前半に行った行政からの説明についておたずねします。  
・説明内容について理解できましたか。  

（1理解できた 2おおむね理解できた 3どちらでもない 4あまり理解できなかった 5理解できなかった）   

・提示したスライド資料の内容はわかりやすかったですか。  

（1わかりやすかった 2おおむねわかりやすかった 3どちらでもない 4ややわかりにくかった 5 わかりにくかった）   

・説明者の説明内容はわかりやすかったですか。  
（1わかりやすかった 2おおむねわかりやすかった 3どちらでもない 4ややわかりにくかった 5わかりにくかった）  

匝互】後半に行った出席者間の意見交換についておたずねします。   
・司会者の進行は適切でしたか。  
（1適切だった 2おおむね適切だった 3どちらでもない 4あまり適切ではなかった 5適切ではなかった）   

・会場からの意見に対する行政からの応答はわかりやすかったですか。  
（1わかりやすかった 2おおむねわかりやすかった 3どちらでもない 4ややわかりにくかった 5わかりにくかった）   

・様々な立場の方がお互いに広く意見交換できていましたか。。  

（1できていた 2おおむねできていた 3どちらでもない 4あまりできていなかった 5できていなかった）  

・意見交換の時間は十分でしたか。  
（1長かった 2 やや長かった 3 ちょうど良かった 4 やや短かった 5 短かった）  
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匝二豆 本日の「米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会」の感想、その他運営などで、  
何かお気づきの点や感じたことがございましたらご記入下さい。  

ご協力ありがとうございました。   



米国・カナダ産牛肉・内臓に係る食品健康影響評価  

審議開始にあたっての  

基本方針   

食品安全委員会は審議を開始するにあ  

たって、日本向け牛肉等に係る米国・カナ  

ダの管理措置の遵守の確認についてリ  

スク管理機関が責任を持つことなどを求  

め、その上で中立公正な立場から、科学  

的知見に基づき審議することとしました。  

評価にあたっては、我が国のBSE対策  

の見直し（平成17年5月）の際に用いた評  

価項目を基本に、できるだけ具体的な数  

量を用いて我が国と米国・カナダのデー  

タを比較分析することとしました。，Lかし、  

不明な点が多くなることが予想される、  

十分な資料が得られにくい、などの点から  

定量的リスク評価  は困難と考えら  

れるため、評価は定性的リスク評価  

を基本とし、悲観的なシナリオ（リスクが最  

大になった場合を想定すること）で行うこととL  

ました。 

結論は3つの柱で構成  評価要請の内容は？  

審議の結果、結論ではまず「キ∵デ㌣∵ざ  

草甘町軒勲．三」慄∃子′トニオ磯」とし  

ました。これは米国・カナダに関するデー  

タは質・量ともに不明点が多いことと、管  

理措置の遵守を前碇に評価しなければ  

ならなかったためです。  

他方、トト！、≡iと†妬「ナ17  

千予卜「十隼れ皇 ′ 埠宣汗∵一幸 十屠   

ナ′フ替′子香草十庖傑ノ1巨1i箋 

ア車葦‘1汁草・｝∴ としました。  

その上で、財ト㍉や指針∵十」仁／11  

く二一・7篭主宰‡纏「和 子 ノ、1川一旦  

小甘f甘パ軌・十1  －γ り一 芸、∴  

㌧針トH二′軒ト碩餌付万苦であり、リス  

ク管理機関はその検証結果を国民に  

報告すべきであるということも、結論の  

柱としました（「  

厚生労働省及び農林水産省は、平成  

17年5月24臥以下の食品健康影響評  

価（リスク評価）について食品安全委員会  

に意見を求めました。  

現在の米国・カナダの国内規制  

及び日本向け輸出プログラムに  

より管理された米国・カナダか  

ら輸入される牛肉及び年の内臓  

（以下「牛肉等」という。）を食品と  

して摂取する場合と、我が国で  

と畜解体して流通している牛肉  

等を食品として摂取する場合の  

牛海綿状脳症（BSE）に関するリ  

スクの同等性  

定量的リスク評価：定性的リスク評価に量的概念を導入して、例えばどのくらいの圭を摂取すると、どの〈らいの確率で、どの程度の悪影響があるのかを評価すること。  

定性的リスク評価：食品中に含まれる危害要因を摂取することによって、どのような健康への悪影響があるのかを、対象物質の性質面から評価すること。  

◆科学的同等性を厳密に評価するのは困難   

－◆米国・カナダに関するデータのギ・土ともに  

不明点が多いため   

●管理措■の遵守を前提に評価しなければ  

ならなかったため   

◆日本向け輸出プログラムが遵守されたと仮定   

した場合、米国・カナダ産牛肉等と国産牛   

肉等のリスクの差は非常に小さい   

◆輸入が再開された場合、管理機関による日本   

向け輸出プログラムの実効性・遵守状況の   

検証が必要   
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平成1て7年12月8日、食品安全委員会は厚生労働省及び農林水産省から食品健康影響評価を要請さ  

れていた米国・カナダ産牛肉等について評価の結果をとりまとめ、両省に通知しました 今回の特  

集ではその主要なホイントについてこ紹介します なお、評価結果の全文等はホ欄ムへ柳シて公開  

していますのて、こ参照くたさい  ＞http：／／WWW．fsc．go．jp／SOnOta／bse160l．html  

米国・カナダの日本向け  

輸出プログラムとは？   

日本向け輸出プログラムとは、米国・カナ  

ダの通常の国内措置に加えて我が国  

への輸出脚こ行う特別の管理措置のこ  

とです。この要件を満たすと両国政府  

が認めた牛肉・内臓だけが、我が国へ  

輸出されます。  

カナダでBSE検査陽性牛  

を確認、日本は同日付けで  

輸入を禁止  

5月21日  
今回のリスク評価は、このプログラムの  

遵守が前提となっているため、その遵守  

のためのハード、ソフトの確立と確認は  

最も重要です。】  

平  
成  
15  
年  米国でBSE模査陽性牛を  

確認、日本は同日付けで輸  

入を禁止  

12月24日  

《遵守のために求められること》  

・品質管理プログラムの文書化  

・日本向け製品の識別管理  

（処理ラインの分離・洗浄、梱包・表示等）  

・月齢証明（個体月齢証明等）  

・検証システム（施設の認定制度等）  

第4回日米局長級協議で、  

科学に基づき牛肉貿易を  

再開させること及び日本向  

けに牛肉等輸出プログラム  

を設けることについて認識  

を共有  

10月23日  

020ケ月齢以下の牛の牛肉等   

であること  

；◎SRM（特定危険部位）が除去   

されていること  

SRM（特定危険部位）：頭部、せき髄などBSEの病原体とされる異常プリオンたん白質のほとんど  
が蓄積する部位のこと。  厚生労働省・農林水産省  

から食品安全委員会へ評  

価要請  

5月24日  

●日本向け輸出プログラムによる米国・カナダ産牛肉等と   

国産牛肉等との比較  
専門調査会で調査審議す  

食品安全委員会プリオン  ることを決定  
5月26日  

月齢確認方法と判別可能頭数（年間）   SRMを除く内臓   

●20ケ月齢以下であることの出生証明が   出生証明が可能な  

米   可能なもの：約250万頭（と畜数の10％）   約250万頭の  

画  ●枝肉の生理学的成熱度による月齢  SRMを除く内臓が  

日本向け輸出  判定（A40 以下）：約250万頭（と畜  
プログラムによる  数の10％）   

牛肉等  出生証明が可能な  

力  ●20ケ月齢以下であることの出生証明が   約70万頭の  
ナ ダ  可能なもの：約70万頭（と畜数の20％）  SRMを除く内臓が  

輸入対象   

21ケ月齢以上でBSE  

日  

国産牛肉等  本   20ケ月齢以下の牛の  
SRMを除く内臓が  
流通対象   

プリオン専門調査会におい  

て調査審議  

（専門調査会を10回開催）  
5月31日  ‡ 10月31日  

率
成
1
7
年
 
 

食品安全委員会で調査審  

議の上、厚生労働省・農林  

水産省に食品健康影響評  

価を通知   

12月8日  

A40：米国の牛肉の格付けを行うための規格。枝肉の生理学的成熟度（骨及び軟骨の大きさや  

形及び骨化、肉の赤身の質感と色）によって判断する。A40以下では、21ケ月齢以上の梅肉が混  
じる可能性は0．95％以下とされる 

j  



米国・カナダ産牛肉と国産牛肉、リスクの差は非常に小さい。  
ただし、日本向け輸出プログラムの遵守が前提です。  

○生体牛のリスク（牛から牛へのリスク）について  

侵入リスク、暴露・増幅リスクの比較、サーベイランスによる検証  

◎牛肉・内臓のリスク（牛から人へのリスク）について  

と畜対象、と畜処理の各プロセス、牛肉等のリスクの比較  

日本におけるBS∈対策のリスク評価時の評価  

項目を基本に、日本と米国・カナダ産牛肉等の  

BSEリスクについて総合的に定性的評価を実施。  

●生体牛のリスクの総括（日本との比較）  生体牛のリスクについて   

生体牛のリスク評価では、米国・カナダ  

における英匝lなどのBSE汚染固から  

の生体牛や肉骨粉等の輸入実績や、  

飼科規制の状況を踏まえた暴露・増幅  

リスク、サーベイランス  のデータから、  

我が国と米国・カナダにおける生体牛の  

BSEプリオン蓄積度（感染率・蓄積量）を  

評価しています。  

この結果、常皐郎（ ナ㌻j† ＝漠妄謹  

聴†・r土卜者′ 一行ノ稟㍉日 基r； 

∴ト「議 ノ ＝ lh＝√r目上摩とな  

ります。なお、≒博 1∵  

≡j  －  

ナTキべ  ′1磐です。  

米国   カナダ   

生体牛リスク  
（絶対数比載）   

楽観的には日本と同等。悲観的には約10倍（7×1．5）   

1侵入リスク  

（輸入生体牛）   約1．5～7倍   約4～6倍   

（輸入肉骨粉）   約1／12～1／47   約1／5，100   

（動物性油脂）   約1／2   約1／12   

●SRMの反すう動物以外への飼料利用が禁止されていないこと  

2暴露・増幅リスク     ●飼料の交差汚染防止が完全でないこと  
を考慮すると≠日本の数倍（1．5倍）   

3サーベイランス  

データの外挿  

（絶対数比較）   5～6倍   4～5倍   

（100万頭あたりの   約1頭   5′～6頭   

BSE感染頭数）   （日本に比べやや少ない）   （日本と同等）   

疾病の発生状況や推移などを継続的に監視し、疾病対熱こ必要な情報を得るとともに、結果を迅速  
かつ定期的に活用すること。  
サ▼ベイランスにより得た情報を基に、その傾向から推定を行うこと。  

●日本向け輸出プログラムによる「と畜処理」状況等の国産牛との比較  
牛肉・内臓の  

リスクについて   

牛肉・内臓のリスクとは、牛肉や、SRMを  

除く舌及び主要な臓器を人が食べた場  

合のリスク評価です。日本向け輸出プロ  

グラムでは、2〔け月齢以下であることの  

証明と、右表のようなl‾と畜・解体」過程  

におけるSRM除去が実施されることになっ  

ており、  り∵仁1†←㍉； ト  

と考えられます。  

内臓に関しては、内臓と枝肉を対応Lて  

識別管理できる場合にのみ、輸出可能  

となります。  

日本   米国   カナダ   

と畜数   約130万頭   約2，700万頭  
（約90％が20ケ月齢以下）   

約430万頭   

嘉リスク牛  
の排除   

獣医師による検査  
（1頭につき約80秒）   

と畜場での  21カ月齢以上を模査  

BSE検査  （任意に20カ月齢以下も検査中）   
実施せず   

スタンニング   実施   実施。．リスクは日本と同等レベル   

ビンシンク   と畜場の約80％で実施  実施せず（法律で禁止）。リスクは日本より低い   

SRM除去   全頭に実施   日本向けの牛は、全頭に実施   

せき髄除去・   ・実施   ・日本向け輸出プログラムでは実施   
根肉洗浄後  ・と畜模査員による  ・従業員及び食肉検査官による目視確認   
の確認  せき髄除去確認  

・SSOP・HACCP（危害分析室要管理点方式）  

遵守の検証  ・SSOP腐生標準作業手順計 彙実効性はアンケート調査      ※米国では遵守の検証や違反例の改善措置を    情報公開   

中枢神経症状牛、死亡牛、歩行困難牛のこと。  
家畜のと畜に関する用語で、と畜する際にスタンガンで失神させること。  
と畜の際、失神させた牛の頭部からワイヤ状の器具を挿入して、せき髄神経組織を破壊する作業   

J  



結論のために   

この審議でリスク評価の対象とLたものは、  

牛肉と食用となる内臓（SRMを除く舌及び  

主要な臓器）であり、加工品は含みません。  

また、日本向け輸出プログラムについて  

はリスク管理機関の責任において遵守  

が確保されるという前碇で評価を行いま  

した。また、比較対象とした日本の牛は  

全月齢であり、平成13年の飼料完全親   

●生体牛のリスクレベル  

定では100万頭あたり約2～3頭（日本5～   

6頭×約10倍（生体牛リスクの悲青銅勺シナリオ）  

÷20（日本と比較した米国の飼育規模））と考え  

られます。．  

制以前に生まれた牛も含まれますが、米  

国・カナダ産牛は20ケ月歯令以下です。そ  

の結果、各国の生体午にBSE感染牛が  

含まれる割合は、背景リスク  を考え  

ると日本とカナダではほぼ同程度（100万  

頭あたり5～6頭）、米国はサーベイランスデー  

タの外挿によると100万頭あたり約1頗、  

侵入リスクと暴露・増幅リスクからの推  

背景リスク：国全体がもつBSEリスクのことで  
あり、海外から侵入するリスクと国内での暴深■  
増幅リスクの大きさに左右される。その時点  
における全飼養頭数に対するBSE感染牛の  
割合及び感染圭等で表される。  

日本   米国   カナダ   

の対象とそのと畜数（年間）   
全月齢   20ケ月齢以下   20ケ月齢以下  

：約130万頭   ：約2，510万頭   ：約360万頭   

あたりのBSE感染牛   5～6頭   2～3頭   5～6頭  

BSE検査により陽性牛は排除   検出限界～検出限界以下   積出限界～積出限界以下   

輸入牛肉等へのBSE対策を、より安全なものにするために  

十分に説明を行うよう求めています（＝．また、  

BSE対策の充実について、米国及びカ  

ナダ政府への申し人れを求めています．。  

食品安全委員会は、今後とも「安全．」で、  

「安心」できる食生活の実現のために、  

最新の情報収集に努めながら、BSE問  

題を考えていきます⊂，  

先に述べた結論には、下表のような付  

帯事項があります。  

今回の評価は、日本向け輸出プログラム  

の遵守を前掛こ行われたものであるため、  

リスク管理機関である厚生労働省及び  

農林水産省に対L、輸入を再開する場  

合には日本向け輸出プログラムの遵守  

のために万全を期すとともに、遵守状況  

の検証結果について食品安全委員会  

に適宜報告を行うよう求めています。  

同時に、国民に対Lて、米国及びカナダ  

における牛肉及び牛の内臓の生産管  

理の状況や日本向け輸出プログラムの  

内容及び遵守状況の検証結果について、  

【結締への付帯事項】  

●リスク評価機関とリスク管理機関の責務を明確化すること  

リスク管理機関が判断し、施策を実行する場合、国民に説明を行い、輸入再開の場合は、日本向け輸出プログラム遵守の   

確保の責任を負うものである。  

●本結論は日本向け輸出プログラム遵守を前提に評価したものであること   

日本向け輸出プログラムが遵守されない場合は今回の評価結果は成立しない。  

●米国・カナダは今後、以下のことが必要であること  

・SRM（特定危険部位）除去の実効性の担保－一一せき髄除去の監視強化  

・サーベイランスの拡大・継続－－－一億康と畜牛を含む十分なサーベイランスが必要  

・飼料規制の強化…SRM利用禁止の徹底（反すう動物以外の動物にもSRMの飼料利用を禁止すべきである）  

●日本向け輸出プログラム遵守のためのシステム構築の確立と確認  

●リスクを否定できない重大事態には、一旦輸入停止も必要   

輸入再開後であっても、管理措置の遵守が十分でない場合など、人へのリスクを否定することができない重大な事態となれ   

ば、一旦輸入停止の措置も必要。  

5   



食育シンポジウム第1弾「食を考える国民フォーラム」※  地域シンポジウム※   

みんなで取り組もう食育ト「食育推進基本計画」の実践に向けて   23日（金）仙台市、盛岡市  

25日（日）金沢市、福岡市  

30日（金）さいたま市  

日時：6月26日（月）13時～16時  

場所：イイノホール（東京都千代田区 地下鉄霞ヶ関駅すぐ）  

※一部要申込み。  3－3665－0294）へ。  

「ニッポン食育フェア」i［大阪  

～伝えたい！未来への贈りもの～   

日時二 6月24日（土）10時～17暗   

場所：アジア太平洋トレードセンター（大阪市）  

（第1回食育推進全国大会（主催：内閣府、大阪府）の一部）   

農林水産省「消費者の部屋」特別展示   

～」et’s食育～あなたの食事は大丈夫？  

期間：6月12日（月）～16日（金）  

場所：農林水産省本省（東京都千代田区）  

1日に何をどれだけ食べたらよいかを示した「食事バランスガイド」。  

食育月間の重点活動として「食事バランスガイド実践週間」を設定します。一・・ 
（  

皆様も、この機会に毎日の食生活を点検してみませんか？  

実施期間：6月12日（月）～18日（日）  

実施方法：農林水産省ホームページ「食事バランスガイド実践週間」（下記参照）に掲載  

されている「毎日の食生活チェックブック」に沿って、バランスのよい食生活  

を心がけてみてください。実践結果をお送りいただきますと、抽選で20名様  

に「食事バランスガイド」グッズセットを差し上げます。  

締め切り：6月22日（木）  

なお、農林水産省の職員も参加します。結果は7月上旬に公表予定です。  

詳しくは「食事バランスガイド実践週間」（http：／／www．maff．go．jp／syokuikugekkan／syukan．htmE）  

をご覧下さい。   

詳しくは、農林水産省ホーム  



食品安全エクスプレス   
～毎日タメ「ルご倉の安全に厨する情報をお届けします～  

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省の食品の安全に関す  
る情報を毎日（月～金）メールでお届けします。  

ので是非ご利用下さい。  

∽亡／つ∽∽∽∽∽∽GlOCO∽∽∽∽⊂／つ∽∽∽∽∽∽∽∽∽  

食品安全エクスプレス   

平成00年00月00日発行   
農林水産省消費・安全局消費者情報官  

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽  

★★★お知らせ★★★   
内容についてのお問い合わせは、直接、情報lこ明記されている  

担当課までお問い合わせください。  

★★農林水産省の情報★★  
米国でのBSE発生に伴う海外調査について  
llltlつ．、、、、、、」11a什g（）川ハ、、、、、lⅥ℃Sゝ心一両尺川H＝l卑Ⅰ■しSトJt－l■m   

★★関係機関の情報★★  
1．食品安全委員会情報  
動物用医薬品・肥料・飼料等合同専門調査会の開催について  
l－ttPニハ＼、、、、H．cこlけゞ0脾Sl－OkL血1－OS＝てISいt（－し直し1tしlこl＝－al」－仙】  

飼料添加物アスタキサンチン及びカンタキサンチンに係る食品  
健康影響評価に関する審議結果についての御意見・情報の募集  
について  

】1叩∴′′、、、、、、8cこ10．gO」町SllO山ll血／‖“11－bし－S、し咋C【aSta＝＝コ（I5」1川11  

2．厚生労働省情報  
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  
の開催について  
恒t‡）：／、、、、、、．mlll、、．gしりけSll＝呈靂二川）車lコ／Sり二l）コー＝－t＝－1   

国内に流通する米国産牛肉等に係る調査状況について（中間報  
告）  

llt叩二、＼、＼＼＼‖1111、、．p十旧l－し）し1d紬ヱ（I叫川ll＝にM－l・仙＝l  

1．情報の内容   
①農林水産省、食品安全委員会  厚生労働省の食品の安全に   

厚生労働省で行う意見交換  

関する施策情報  お
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2．登録方法  
農林水産省ホームページのメールマガジンのサイトから   

登録して下さい（http：／価ww．maftgo．jp／mail／index．html）。   
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新規配信登録（回）→新規配信登録（  
新規配信登録（非S S L対応）（回）→  
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）
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既に農林水産省から発行されているメールマガジンに  
登錬されている方は、  
配信変更（画）→配信変更（S S L対応）or配信変更  
（非S S L対応）（回）→メールアドレス・パスワード  
を記入→確認（回）→配信変更ページにて「食品安全  

エクスプレス」（■する）  
→確認（班）→更新（匪）  

パスワードがわからない方は、  
パスワード再発行（回）→パスワード再発行（S S L  
対応）ol・パスワード再発行（非S S L対応）（回）→  
パスワード再発行ページにてメールアドレスを記入  

→確認（画）  

問い合わせ先   

農林水産省 消費・安全局 消費者情報官  
連絡調整係  

電話：03－3502－glll（内3335）  
03－3502一客504（夜間直通）   




